
玉
里
島
津
家
の
家
政
改
革 

―
「
明
治
十
九
年
第
一
月
来 

御
用
途
金
本
払
総
控
」
を
中
心
に
― 

新 

福 

大 

健 
 

  

 

は
じ
め
に 

  
 

筆
者
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
六
日
～
五
月
十
六
日
に
企
画
展
「
さ
つ
ま
の
女
性
た
ち
―

江
戸
か
ら
昭
和
―
」
を
担
当
し
た
。
こ
の
展
覧
会
は
、
江
戸
時
代
初
め
の
島
津
義
久
の
娘･

新

城
な
ど
島
津
家
当
主
周
辺
の
女
性
か
ら
、
昭
和
前
期
に
化
学
分
野
に
お
い
て
活
躍
し
た
丹
下

梅
子
ま
で
の
、
鹿
児
島
に
ゆ
か
り
の
あ
る
女
性
の
活
動
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
展
覧

会
に
向
け
た
資
料
調
査
の
中
で
、
玉
里
島
津
家
資
料
の
日
誌
類
の
中
に
「
明
治
十
九
年
第
一

月
来 

御
用
途
金
本
払
総
控
」
（
以
下
、
「
明
治
十
九
年
来 

本
払
総
控
」
と
略
す
）
と
い

う
資
料
を
見
つ
け
た
。 

 

筆
者
は
以
前
、
明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
に
二
代
当
主
・
島
津
忠
済
が
行
っ
た
家
政

改
革
の
資
料
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
こ
の
時
は
家
政
改
革
の
方
針
を
示
し
た
史
料
を
紹
介
す

る
に
留
ま
っ
て
い
た
。
今
回
発
見
し
た
資
料
は
、
家
政
に
関
す
る
収
支
を
把
握
で
き
る
資
料

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
忠
済
の
家
政
改
革
の
成
果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
明
ら
か
に

出
来
る
と
考
え
た
。 

 

明
治
以
降
の
島
津
本
家
の
家
政
に
関
す
る
研

究
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
同
じ
く
華
族
最
高
位
の

公
爵
に
叙
さ
れ
た
玉
里
島
津
家
に
関
す
る
研
究

は
ま
だ
進
ん
で
い
な
い
。 

本
稿
は
、
こ
の
資
料
を
中
心
に
玉
里
島
津
家
の

家
政
の
推
移
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

一 

島
津
忠
済
と
「
明
治
十
九
年
来 

本
払
総
控
」 

 

（
一
）
島
津
忠
済
と
家
政
改
革 

島
津
忠
済
は
、
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
に
久
光
の
七
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
幼
名
は
真

之
助
、
の
ち
久
済
。
久
光
の
男
子
達
は
、
長
男
が
兄
・
斉
彬
の
養
子
に
な
っ
て
本
家
を
継
い

だ
よ
う
に
、
島
津
氏
の
庶
家
に
養
子
と
し
て
入
っ
て
お
り
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
成

立
し
た
玉
里
島
津
家
は
、
忠
済
の
す
ぐ
上
の
兄
・
忠
経
が
嫡
男
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
忠
経

は
同
十
四
年
に
没
し
た
た
め
、
同
十
七
年
に
忠
済
が
嫡
男
と
さ
れ
た
。
父
・
久
光
の
死
後
、

二
代
当
主
と
な
り
、
同
三
十
三
年
に
本
邸
を
鹿
児
島
の
玉
里
邸
か
ら
東
京
へ
移
し
た
。
公
職

と
し
て
は
、
同
二
十
三
年
に
帝
国
議
会
が
開
設
さ
れ
る
と
公
爵
と
し
て
貴
族
院
議
員
に
任
命

さ
れ
、
ま
た
、
宮
内
省
の
宗
秩
寮
（
華
族
の
監
督
を
主
な
職
務
と
す
る
部
署
）
の
審
議
官
を

務
め
た
。
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
に
東
京
で
亡
く
な
り
、
福
昌
寺
跡
島
津
家
墓
地
に
葬
ら

れ
た
。 

 
 

島
津
忠
済
の
家
政
改
革
に
つ
い
て
は
前
述
の
よ
う
に
拙
稿
で
も
紹
介
し
た
が
、
そ
の
概
略

を
述
べ
た
い
。 

 
 

明
治
二
十
年
に
久
光
が
亡
く
な
る
と
、
そ
の
十
ヶ
月
後
に
忠
済
は
家
政
改
革
を
実
施
し
て

い
る
。
そ
の
要
点
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。 

①
事
務
仮
規
則
の
制
定 

②
職
員
の
削
減 

③
職
員
の
職
制
と
給
与
体
系
の
明
確
化 

 
 

こ
の
中
で
特
に
重
要
な
点
は
、
職
員
の
削
減
で
あ
る
。
家
政
改
革
の
方
針
の
記
録
で
あ
る

（
２
） 

（
１
） 

（
３
） 
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「
御
改
革
一
巻
」
に
よ
る
と
、
一
〇
〇
人
い
た
職
員
を
約
三
分
の
一
以
上
削
減
し
て
六
三
人

に
し
て
い
る
。
父
の
時
代
か
ら
仕
え
て
い
た
人
々
を
大
量
に
削
減
す
る
こ
と
は
、
家
中
に
大

き
な
波
紋
を
起
こ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
忠
済
が
断
行
し
た
背
景
に
は
、
「
御

変
革
一
巻
」
に
記
さ
れ
た
次
の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
よ
う
。 

 
 

兎
角
一
家
ノ
基
礎
相
立
会
計
充
実
ナ
ラ
サ
レ
ハ
、
充
分
素
志
相
貫
候
儀
無
覚
束
、
故
ニ

往
ヲ
以
テ
来
ヲ
熟
考
ス
レ
ハ
、
家
政
改
良
相
加
ヘ
一
向
節
倹
ス
ル
外
道
ナ
ク
存
候
、 

自
分
が
当
主
に
な
っ
て
運
営
し
て
い
く
以
上
、
家
の
収
支
を
向
上
さ
せ
る
に
は
、
節
約
＝
支

出
の
削
減
し
か
な
い
と
い
う
、
忠
済
の
強
い
意
志
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
二
）「
明
治
十
九
年
来 

本
払
総
控
」
に
注
目
し
た
理
由 

「
明
治
十
九
年
来 

本
払
総
控
」
は
、
明
治
十
九
年
か
ら
同
二
十
四
年
ま
で
の
玉
里
島
津

家
の
収
支
が
記
載
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
内
容
は
毎
年
同
一
で
は
な
く
、
収
入
に
当

た
る
本
金
の
細
か
い
内
訳
が
な
い
年
度
や
、
実
施
し
た
工
事
に
つ
い
て
「
石
工
費
」
「
左
官

費
」
な
ど
の
細
か
い
費
目
が
記
さ
れ
た
書
類
ま
で
綴
ら
れ
て
い
る
年
度
も
あ
る
。 

「
本
払
総
控
」
は
、
一
言
で
言
う
と
費
目
毎
に
毎
月
支
出
し
た
合
計
金
額
を
記
録
し
た
資

料
で
あ
る
。
当
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
は
、
十
点
確
認
で
き
る
。
い
く
つ
か
「
本
払
総
控
」

が
あ
る
中
で
、
こ
の
「
明
治
十
九
年
来 

本
払
総
控
」
に
注
目
し
た
の
は
、
明
治
二
十
（
一

八
八
七
）
年
と
い
う
年
が
玉
里
島
津
家
に
と
っ
て
重
要
な
年
に
当
た
る
た
め
で
あ
る
。 

明
治
二
十
年
十
二
月
に
、
玉
里
島
津
家
初
代
当
主
・
島
津
久
光
が
没
し
た
。
前
年
の
十
九

年
は
久
光
が
健
在
だ
っ
た
時
期
の
収
支
、
二
十
年
は
久
光
が
没
し
鹿
児
島
で
国
葬
が
行
わ
れ

た
時
期
の
収
支
、
翌
二
十
一
年
は
二
代
当
主
に
な
っ
た
島
津
忠
済
が
家
政
改
革
に
着
手
し
た

時
期
の
収
支
と
い
う
、
変
化
が
つ
か
め
る
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
。 

 

二 

明
治
十
九
年
の
本
金 

 

「
明
治
十
九
年
来 

本
払
総
控
」
に
は
、
支
出
は
費
目
ご
と
に
毎
月
の
金
額
が
計
上
さ
れ

て
い
る
が
、
本
金
に
つ
い
て
は

先
述
の
よ
う
に
細
か
い
内
訳

の
記
載
が
な
い
年
も
あ
る
。 

 
 

【
表
１
】
は
「
明
治
十
九
年

来 

本
払
総
控
」
に
綴
ら
れ
て

い
る
「
明
治
十
九
年
中 

御
金

根
帳
本
払
総
」
と
い
う
資
料
か

ら
、
明
治
十
九
年
の
本
金
を
表

に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本

金
の
最
も
大
き
な
も
の
は
第

五
・
第
十
五
国
立
銀
行
純
益
割

賦
金
を
東
京
詰
か
ら
送
金
し

た
も
の
で
二
万
五
九
二
九
円

余
、
本
金
合
計
額
の
約
八
六
．

七
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
こ

れ
は
銀
行
の
利
益
か
ら
株
主

へ
の
配
当
金
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
大
き
な
金
額
は
公
債
証
書
的
韯
償
還
金
の
二
〇
四
〇
円
で
、
本
金
合
計
額
の
約
六
．
八

パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。
さ
ら
に
金
禄
公
債
証
書
の
利
息
金
が
五
一
九
円
余
で
、
本
金
合
計

額
の
約
一
．
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。 

 
こ
の
よ
う
に
、
明
治
十
九
年
は
金
融
資
産
に
関
す
る
金
額
が
約
九
五
．
二
パ
ー
セ
ン
ト
と

本
金
の
大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 
 

な
お
、
「
的
韯
」
の
語
は
聞
き
慣
れ
な
い
が
、
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
六
巻
に
は
、

金
禄
公
債
証
書
の
償
還
に
抽
選
を
取
り
入
れ
る
記
述
が
出
て
く
る
。
「
的
」
は
「
正
し
い
」

と
い
う
意
味
が
あ
り
、
「
韯
」
は
「
籖
」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
「
的
韯
」
は
抽
選
を
意
味

す
る
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。
秩
禄
処
分
で
は
、
華
族
や
士
族
に
与
え
た
金
禄
公
債
証
書
の
利

（
４
） 

（
５
） 

【表１】 明治 19年本金 

（出典）「明治十九年来 本払総控」より「明治十九年中 御金根帳本払総」 
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子
を
支
払
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
利
子
を
払
う
一
方
で
、
抽
選
で
当
た
っ
た
人
に
公
債

証
書
を
償
還
す
る
制
度
も
あ
っ
た
。
秩
禄
処
分
は
旧
大
名
な
ど
の
華
族
に
有
利
だ
っ
た
と
言

わ
れ
る
が
、玉
里
島
津
家
は
多
額
の
金
禄
公
債
証
書
を
有
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
中
の
一
部
が
抽
選
で
償
還
さ
れ
る
場
合
、
抽
選
に
当
た
る
可
能
性
も
大
き
か
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

ま
た
「
明
治
十
九
年
中 

御
金
根

帳
本
払
総
」
の
払
い
に
当
た
る
資
料

を
ま
と
め
た
も
の
が
【
表
２
】
で
あ

る
。
こ
の
中
で
最
も
金
額
が
大
き
い

費
目
が
、
第
五
・
第
十
五
国
立
銀
行

純
益
割
賦
金
で
あ
る
。
こ
れ
を
玉
里

島
津
家
の
経
常
費
と
言
え
る
御
用
途

金
に
充
て
た
も
の
で
、
二
万
五
四
七

六
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
金

額
は
合
計
額
の
約
八
五
．
二
パ
ー
セ

ン
ト
に
当
た
る
。
こ
の
ほ
か
公
債
証

書
的
韯
償
還
金
並
利
息
金
が
二
九
一

一
円
余
で
収
入
の
約
九
．
七
パ
ー
セ

ン
ト
で
、
割
注
で
こ
れ
は
積
金
方
に

充
て
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、

第
五
国
立
銀
行
割
賦
金
並
馬
払
下
代

金
は
予
備
方
へ
、
新
田
税
納
金
並
払

下
米
代
金
は
田
地
方
ヘ
、
貸
付
金
利

息
は
別
途
方
へ
そ
れ
ぞ
れ
充
て
る
と

記
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
合

計
額
が
二
万
九
九
〇
二
円
余
と
な

り
、
【
表
１
】
の
合
計
金
額
と
等
し
い
。 

 

こ
の
第
五
国
立
銀
行
鹿
児
島
支
店
に
当
座
預
金
を
し
た
二
万
五
四
七
六
円
と
、
前
年
よ
り

当
座
預
金
か
ら
繰
り
越
し
た
金
額
の
一
万
六
四
五
〇
円
余
が
合
算
さ
れ
た
四
万
一
九
二
六
円

余
が
、
明
治
十
九
年
の
玉
里
島
津
家
の
財
源
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

な
お
、第
五
国
立
銀
行
は
島
津
家
が
多
額
の
資
金
を
拠
出
し
て
設
立
さ
れ
た
銀
行
で
あ
り
、

第
十
五
国
立
銀
行
に
も
島
津
家
は
深
く
関
係
し
て
い
た
。 

 

三 

「
明
治
十
九
年
来 

本
払
総
控
」
の
支
出 

 

さ
て
、
「
明
治
十
九
年
来 

本
払
総
控
」
に
記
載
さ
れ
た
内
容
の
う
ち
、
明
治
十
九
年
～

二
十
一
年
の
費
目
ご
と
の
支
出
を
比
較
し
た
も
の
が
【
表
３
】
で
あ
る
。 

 
 

表
の
備
考
欄
に
記
載
し
た
よ
う
に
、
年
度
に
よ
っ
て
費
目
の
書
き
方
が
異
な
る
が
、
概
ね

前
年
度
の
内
容
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
各
年
度
の
総
括
の
最
後
に
は
、
家

政
の
会
計
担
当
者
な
ど
の
押
印
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
支
出
を
記
録
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

ま
ず
、
収
入
に
つ
い
て
は
「
本
金
」
と
し
て
二
万
五
四
七
六
円
が
毎
年
計
上
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
先
に
見
た
【
表
２
】
の
第
五
・
第
十
五
国
立
銀
行
純
益
割
賦
金
か
ら
御
用
途
金
に
充

て
ら
れ
た
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
銀
行
の
株
式
の
配
当
が
家
政
運
営
資
金
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。 

 

（
一
）
明
治
十
九
年
の
支
出 

 
 

【
表
３
】
で
は
、
明
治
十
九
年
の
支
出
に
つ
い
て
、
当
主
の
家
族
で
は
長
印
、
つ
ま
り
嫡

男
夫
人
で
あ
る
田
鶴
子
が
最
も
大
き
い
額
を
受
け
て
い
る
。次
に
多
い
の
が
嫡
男
の
忠
済
で
、

当
主
久
光
の
三
〇
七
円
余
は
三
番
目
で
あ
る
。
桐
印
＝
輯
子
は
田
鶴
子
の
姉
で
、
妹
の
約
半

額
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 

当
主
の
家
族
の
費
用
以
外
で
は
、
最
も
大
き
い
額
は
職
員
へ
支
払
わ
れ
る
月
給
で
、
一
万

（
６
） 

（
９
） 

（
８
） 

（
10
） 

（
７
） 

【表２】 明治 19年払 

（出典）「明治十九年来 本払総控」より「明治十九年中 御金根帳本払総」 
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二
四
九
八
円
で
あ
る
。
こ
れ
は
支
出
総
額
の
約
五
七
．
八
パ
ー
セ
ン
ト
当
た
る
。
次
に
支
出

が
多
い
費
目
は
御
膳
部
で
、
支
出
総
額
の
約
一
〇
．
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
二
三
四
三
円

余
で
あ
る
。 

 

（
二
）
明
治
二
十
年
の
支
出 

 
 

【
表
３
】
の
明
治
二
十
年
の
支
出
の
う
ち
当
主
の
家
族
の
費
用
で
は
、
最
大
が
前
年
同
様

長
印
＝
田
鶴
子
で
六
〇
五
円
余
、
次
が
桐
印
＝
輯
子
で
三
〇
〇
円
余
と
前
年
よ
り
は
や
や
減

少
し
て
い
る
が
、
大
き
な
変
化
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
「
御
前
御
用
途
金
」
＝
久
光
の
経

費
が
前
年
よ
り
約
五
八
．
六
パ
ー
セ
ン
ト
減
の
一
二
七
円
余
、
亀
印
＝
忠
済
は
約
八
二
パ
ー

セ
ン
ト
減
の
七
七
円
余
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
主
の
久
光
と
嫡
男
の
忠
済
が
家
の
経
営
基
盤

を
安
定
さ
せ
る
た
め
、
自
ら
の
支
出
を
削
減
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
人
件
費
は
、
前
年
よ
り
も
一
．
八
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
た
一
万
二
七
二
二
円
余

に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
支
出
総
額
の
約
五
九
．
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
そ
し
て
御
膳

部
も
や
や
増
加
し
て
二
七
六
八
円
と
、
支
出
総
額
の
約
一
二
．
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い

る
。 

 

（
三
）
明
治
二
十
一
年
の
支
出 

 
 

【
表
３
】
の
当
主
の
家
族
の
費
用
で
は
、
前
年
末
に
久
光
が
没
し
た
た
め
費
目
が
な
く
な

り
、
新
た
に
「
萩
印
」
の
費
目
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
萩
印
は
当
主
・
忠
済
の
生
母
・
武
良

（
村
）
の
お
印
で
あ
る
。
武
良
の
費
目
が
追
加
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
「
明
治
二

十
一
年 

日
記 

御
次
」
の
記
述
か
ら
判
明
す
る
。 

 
 

七
月
十
三
日 

晴 

（
前
略
） 

 

御
達
シ
左
之
通 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武
良
事 

正
五
位
様
御
實
母
之
御
事
ニ
付
、
是
迄
御
年
寄
上
席
ニ
テ
御
召
仕
相
成
居
候
得
共
、
以

来
御
会
釈
向
被
召
替
、
御
邸
内
丈
者
於
武
良
殿
与
相
唱
候
、
左
候
而
御
本
家
ヘ
被
對
候

節
者
、
於
武
良
与
称
候
様
可
相
心
得
旨
、
被
仰
達
候 

 
 

明
治
廿
一
年
七
月
十
二
日 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

玉
里
御
邸
御
家
令 

 
  

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

椎
原
國
幹 

 
 

御
家
扶
御
家
従
御
家
丁 

【表３】 島津忠済当主就任前後の玉里島津家の収支 

（出典）「明治十九年第一月来 御用途金本払総控」 
(注 1) 明治 21年分では「御身辺」と表記   (注 2) 毛の額は 0.5で表記 
(注 3) 明治 20年は｢諸工部｣，明治 21年は｢工事｣の費目 

(備考) 御前：久光 亀印：忠済 長印：田鶴子 桐印：輯子 萩印：武良 
なお斜線はその年に費目がないもの  
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一
於
武
良
殿
事
別
段
之 

思
召
を
以
柄
居
所
壱
ヶ
所
被
差
遣
以
来
同
所
江
居
住
相
成

追
々
参
殿 

 
 
 

御
神
前
参
拝
且 

 
  

 

御
惣
方
様
御
機
嫌
伺
等
被
申
上
候
様
被
仰
付
候 

一
席
順
之
儀
御
子
様
方
次
席
ニ
被
仰
付
候 

一
右
ニ
付
御
家
丁
一
人
御
次
女
中
一
人
卒
一
人
被
召
付
候 

一
御
續
料
ト
シ
テ
金
三
拾
圓
宛
月
々
被
差
遣
外
ニ
六
月
十
二
月
両
度
ニ
金
百
圓
宛
御 

心
附
ト
シ
テ
被
成
下
候 

 
  

 

右
之
通
、
今
般
御
會
釋
向
被
召
替
候
旨
、
被
仰
達
候
ニ
付
、
其
節
ニ
於
テ
諸
事
不
都

合
無
之
様
取
扱
可
有
之
候
事
、 

 
  

 
 

明
治
廿
一
年
七
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

玉
里
御
邸 

御
家
令 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

椎
原
國
幹 

 
 
 
 
 
  

御
家
扶 

 
 
 
 
 
  

御
家
従 

 
 
 
 
 
  

御
家
丁 

 

こ
れ
に
よ
る
と
、
「
正
五
位
様
」
、
つ
ま
り
家
督
相
続
を
し
て
従
五
位
か
ら
正
五
位
に
昇

進
し
た
忠
済
の
生
母
で
あ
る
武
良
は
、
久
光
の
側
室
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
御
年

寄
上
席
、
つ
ま
り
女
中
の
一
番
上
と
い
う
立
場
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
今
回
忠
済
が
当

主
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
玉
里
島
津
家
の
中
で
は
呼
称
を
「
武
良
」
か
ら
「
於
武
良
殿
」

に
変
更
す
る
よ
う
に
職
員
に
通
達
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
武
良
付
の
職
員
と

し
て
家
丁
・
御
次
女
中
・
卒
を
各
一
人
ず
つ
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
旨
も
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
武
良
の
立
場
が
上
昇
し
た
こ
と
に
伴
い
、
武
良
に
単
独
の
費
目
が
設
定
さ
れ

た
の
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
【
表
３
】
の
明
治
二
十
一
年
で
は
、
人
件
費
で
あ
る
月
給
部
は
一
万
一
一
三
三
円

余
で
依
然
と
し
て
支
出
の
最
大
で
あ
る
も
の
の
、
支
出
総
額
の
約
四
七
．
四
パ
ー
セ
ン
ト
と

総
額
の
中
で
占
め
る
割
合
は
前
年
よ
り
も
低
下
し
て
い
る
。 

 
 

こ
の
他
、
前
年
と
比
べ
て
大
き
く
変
化
し
た
も
の
が
諸
税
部
で
、
明
治
二
〇
年
の
六
二
円

余
に
対
し
て
一
二
二
〇
円
余
と
約
二
〇
倍
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
年
の
久
光
死
去
に
伴

い
、
相
続
な
ど
で
課
税
さ
れ
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。 

 

さ
ら
に
、
「
慰
労
金
」
は
前
年
末
の
久
光
死
去
に
伴
う
国
葬
や
、
福
昌
寺
跡
の
墓
所
の
造

営
な
ど
に
協
力
し
た
人
々
に
対
す
る
謝
礼
の
費
用
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

以
上
の
よ
う
に
、
忠
済
に
代
替
わ
り
す
る
前
後
に
当
た
る
明
治
十
九
年
か
ら
二
十
一
年
に

か
け
て
の
玉
里
島
津
家
の
収
支
は
、
節
約
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
を
【
表
３
】
か
ら
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

四 

明
治
二
十
二
年
の
玉
里
島
津
家
の
収
支 

  

こ
の
年
の
収
入
に
当
た
る
本
金
は
二
万
二
四
六
七
円
余
と
さ
れ
て
い
る
が
、
割
注
で
こ
の

う
ち
の
一
九
六
七
円
余
は
前
年
残
金
、
五
〇
〇
円
は
積
金
方
か
ら
補
充
と
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
実
際
の
収
入
は
二
万
円
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

（
一
）
「
定
額
」
の
設
定 

 
 

「
明
治
十
九
年
来 

本
払
総
控
」
に
は
、
明
治
二
十
二
年
の
収
支
も
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
記
載
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
【
表
４
】
で
あ
る
。
こ
の
資
料
か
ら
、
明
治
二
十
一
年
の

家
政
改
革
以
降
の
状
況
を
探
っ
て
み
た
い
。 

 
 

【
表
３
】
と
比
べ
て
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
「
定
額
」
と
い
う
朱
文
字
で
書
き
込
ま
れ

た
欄
が
で
き
た
点
で
あ
る
。
こ
の
「
定
額
」
は
、
費
目
の
上
限
、
或
い
は
目
安
と
い
う
意
味

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
定
額
」
と
前
年
の
支
出
を
比
較
す
る
と
、
前
年
の
支
出
に
近
い
金

額
が
「
定
額
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
前
年
の
支
出
の
実
態
を
参
考
に
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。 

(

栖
カ) 
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（
二
）
当
主
家
族
の
支
出 

 
 

「
御
身
辺
一
切
目
」
と
さ
れ
る
費
目
は
、
当
主
に
関
す
る
支
出
と
考
え
ら
れ
る
。
定
額
は

二
五
〇
〇
円
に
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
四
三
二
円
余
の
支
出
で
、
こ
れ
は
定
額
に

対
し
て
約
一
七
．
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
支
出
で
あ
る
。 

 
 

こ
れ
に
対
し
て
「
長
印
」
＝
田
鶴
子
や
「
桐
印
」
＝
輯
子
は
そ
れ
ぞ
れ
六
〇
〇
円
、
五
〇

〇
円
が
定
額
と
さ
れ
、
満
額
を
受
領
し
て
い
る
。 

 

そ
し
て
前
掲
の
【
表
３
】
の
よ
う
に
、
「
明
治
十
九
年
来 

本
払
総
控
」
の
明
治
二
十
一

年
の
支
出
で
は
、
忠
済
の
生
母
で
あ
る
武
良
は
前
年
に
一
八
五
円
支
給
さ
れ
て
い
た
の
に
対

し
て
、
七
六
〇
円
が
定
額
と
さ
れ
、
支
出
も
七
一
五
円
余
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

明
治
二
十
二
年
の
当
主
周
辺
の
人
々
の
収
支
を
見
る
と
、
当
主
の
忠
済
が
節
約
に
努
力
し

て
い
る
姿
が
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
女
性
達
は
従
来
の
生
活
が
続
い
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。 

 

（
三
）
経
常
費
の
動
き 

 
 

こ
れ
ま
で
支
出
の
中
で
最
大
の
割
合
を
占
め
て
き
て
い
た
月
給
部
は
、
明
治
二
十
二
年
は

「
俸
給
部
」
と
表
現
が
変
わ
り
、
定
額
は
一
万
円
と
さ
れ
た
。
実
際
の
支
出
は
五
七
五
九
円

余
と
前
年
ま
で
よ
り
も
大
き
く
減
少
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
前
年
の
忠
済
の
家
政
改
革
で

職
制
と
給
与
体
系
の
明
確
化
を
進
め
た
結
果
、
人
件
費
の
抑
制
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。 

 
 

ま
た
、
前
年
ま
で
「
被
進
被
下
諸
社
御
備
部
」
と
さ
れ
て
い
た
、
祖
先
を
祀
っ
た
り
各
地

の
神
社
ヘ
奉
納
し
た
り
す
る
た
め
に
支
出
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
「
御
交
際
目
」
と
さ
れ

て
交
際
費
を
含
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
定
額
は
二
〇
〇
〇
円
と
さ
れ
た
が
、
実
際
の
支

出
は
約
三
分
の
一
程
度
の
六
五
三
円
余
で
、
前
年
の
五
九
一
円
余
よ
り
若
干
増
加
す
る
程
度

と
な
っ
て
い
る
。 

 

（
四
）
費
目
に
な
か
っ
た
費
用
の
計
上 

 
 

当
初
の
定
額
に
な
か
っ
た
費
目
で
支
出
の
中
で
生
じ
た
も
の
が
、
「
御
上
京
二
回
」
「
御

休
息
所
并
石
蔵
等
」
「
前
年
残
金
ヘ
返
金
」
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
前
年
残
金
ヘ
返

金
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
本
金
の
欄
に
割
注
に
も
あ
る
。
「
御
休
息
所
并
石
蔵
等
」
の
う
ち
、

本
邸
の
当
主
が
使
う
と
考
え
ら
れ
る
御
休
息
所
に
つ
い
て
は
八
月
の
費
目
一
覧
で
御
休
息
所

修
繕
目
と
し
て
六
九
九
円
三
二
銭
四
厘
が
、
宝
蔵
に
つ
い
て
は
九
月
に
二
〇
九
円
六
〇
銭
三

厘
が
そ
れ
ぞ
れ
記
載
さ
れ
て
い
る
。
石
蔵
に
つ
い
て
は
十
二
月
三
十
一
日
付
で
工
事
掛
・
園

田
與
之
亟
名
で
計
算
書
が
提
出
さ
れ
、
予
算
四
〇
〇
円
に
対
し
不
足
が
生
じ
た
た
め
補
充
を

受
け
て
四
〇
六
円
三
銭
七
厘
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。 

【表４】 明治 22年の玉里島津家の収支 

（出典）「明治十九年第一月来 御用途金本払総控」 

(注 1) 本金は 22467円 4銭 6厘，そのうち 1967円 4銭 6厘は前年残金，500円は積金 
方から補充とある。 

(注 2) △は不足を示す。実際には不足額を朱書きしている｡ 
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一
方
、
「
御
上
京
方
二
回
」
は
、
忠
済
が
天
機
伺
い
な
ど
の
た
め
上
京
し
た
際
の
費
用
と

考
え
ら
れ
る
。
二
回
の
上
京
で
合
計
六
〇
〇
〇
円
以
上
が
掛
か
っ
て
い
る
た
め
、
経
費
の
中

で
非
常
に
大
き
い
金
額
を
占
め
て
い
る
。
華
族
は
「
皇
室
の
藩
屛
」
と
し
て
天
皇
を
支
え
る

立
場
で
あ
っ
た
た
め
、
天
皇
が
住
む
東
京
へ
行
く
こ
と
は
華
族
と
し
て
の
義
務
で
あ
る
面
が

あ
っ
た
。
な
お
、
「
明
治
十
九
年
来 

本
払
総
控
」
に
は
、
明
治
二
十
一
年
の
忠
済
の
上
京

に
要
し
た
費
用
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
【
表
５
】
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
最
も
大
き
な
割
合
を
占
め
る
費
目
が
「
月
給
旅
費
部
」
で
、
本
金
の
四
割
以
上
を
占
め

る
。
次
い
で
支
出
が
多
い
費
目
が
「
御
付
届
並
客
来
等
部
」
で
、
本
金
の
四
分
の
一
以
上
を

要
し
て
い
る
。
当
主
の
旅
行
に
は
複
数
の
職
員
が
同
行
す
る
た
め
そ
れ
だ
け
滞
在
費
を
含
む

旅
費
が
掛
か
り
、
東
京
で
は
諸
家
と
の
交
際
費
を
要
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。 

 

明
治
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
に
玉
里
島
津
家
の
人
々
は
東
京
に
移
住
す
る
。
明
治
十
一

年
以
降
、
鹿
児
島
の
玉
里
邸
を
本
邸
と
し

て
い
た
玉
里
島
津
家
に
と
っ
て
、
年
に
何

回
も
東
京
へ
上
京
す
る
こ
と
は
大
き
な
負

担
を
伴
っ
た
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
参
勤

交
代
が
大
き
な
経
済
的
負
担
に
な
っ
た
こ

と
に
通
じ
る
面
が
あ
る
。
そ
の
た
め
明
治

三
十
三
年
に
玉
里
島
津
家
が
一
家
を
挙
げ

て
東
京
へ
移
住
し
た
背
景
に
は
、
経
済
的

負
担
を
軽
減
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
要

因
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
と
考
え
る
も
の

で
あ
る
。 

 

 

お
わ
り
に 

  
 

今
回
「
明
治
十
九
年
来 

本
払
総
控
」
を
基
に
、
明
治
二
十
年
前
後
の
玉
里
島
津
家
の
収

支
に
つ
い
て
分
析
し
て
き
た
。
本
金
に
関
す
る
【
表
１
】
か
ら
玉
里
島
津
家
の
収
入
の
多
く

が
、
銀
行
の
株
式
の
配
当
や
金
禄
公
債
証
書
の
償
還
金
な
ど
、
金
融
資
産
関
係
の
入
金
が
大

半
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

同
じ
く
【
表
２
】
【
表
３
】
か
ら
明
治
十
九
～
二
十
一
年
の
本
金
は
、
第
五
・
第
十
五
国

立
銀
行
純
益
割
賦
金
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
銀
行
の
株
式
の
配
当
が
家
政
運
営
資
金
に
位
置

付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 
 

一
方
で
、
久
光
や
忠
済
と
い
っ
た
当
主
は
、
家
政
運
営
上
、
支
出
を
節
約
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
持
ち
、忠
済
は
職
員
の
人
員
整
理
を
含
む
家
政
改
革
に
取
り
組
み
、

実
際
に
支
出
の
削
減
が
実
現
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
今
回
の
論
考
で
は
「
明
治
十
九
年
来 

本
払
総
控
」
を
中
心
に

検
討
し
て
き
た
。
資
料
に
書
か
れ
た
費
目
に
は
「
的
韯
」
な
ど
通
常
は
使
わ
な
い
語
を
用
い

て
お
り
、
今
回
は
金
禄
公
債
証
書
の
償
還
に
用
い
ら
れ
た
抽
選
に
当
た
る
と
考
え
た
。
今
後
、

他
の
資
料
に
も
検
討
の
範
囲
を
広
げ
て
「
的
韯
」
な
ど
通
常
使
わ
な
い
語
の
意
味
に
つ
い
て
、

検
討
を
深
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
収
入
に
当
た
る
本
金
に
つ
い
て
、
今
回
は
明
治
十
九
年
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、

こ
の
年
以
外
の
収
入
に
関
す
る
資
料
の
発
掘
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
今
回
分
析
し
た

明
治
二
十
年
前
後
に
加
え
て
さ
ら
に
複
数
年
度
の
収
支
の
推
移
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
家
政
の
実
態
が
単
年
度
の
「
点
」
か
ら
複
数
年
度
の
「
線
」
へ
、
さ
ら
に
線
か
ら
家
政

を
多
面
的
に
分
析
す
る
「
面
」
へ
広
げ
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。 

 

註 

 

（ 
 

）
拙
稿
「
島
津
忠
済
の
家
政
改
革 

―
「
御
変
革
一
巻
」
を
中
心
に
―
」
（
『
黎
明
館
調

査
研
究
報
告
』
第
二
四
集
、
二
〇
一
二
年
） 

（ 
 

）
島
津
本
家
の
家
政
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
松
尾
千
歳
「
明
治
十
六
年
御
家

政
改
革
見
込
書
」
、
寺
尾
美
保
「
明
治
大
正
期
の
島
津
家
に
つ
い
て
」
（
い
ず
れ
も
『
尚

１ ２ 

【表５】 忠済の上京に要した費用 

（出典）「明治十九年第一月来 御用途金本払総控」 
より「正五位様御上京御用途金総払」 

(注) 明治 21年 4月 28日～7月 9日分 
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古
集
成
館
紀
要
』
第
六
号
、
一
九
九
三
年
）
、
松
尾
千
歳
「
明
治
期
の
島
津
家
資
産
を

め
ぐ
る
諸
問
題
―
島
津
家
執
事
方
記
録
の
紹
介
―
」
、
寺
尾
美
保
「
島
津
家
と
第
十
五

国
立
銀
行
休
業
問
題
に
関
す
る
一
考
察
―
華
族
の
資
産
運
用
と
顧
問
制
度
の
関
係
―
」

（
い
ず
れ
も
『
尚
古
集
成
館
紀
要
』
第
七
号
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。 

（ 
 

）
忠
経
は
幼
名
悦
之
助
、
の
ち
久
封
。
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
に
久
光
と
武
良
の
間

に
生
ま
れ
た
。
真
之
助
（
の
ち
の
忠
済
）
と
と
も
に
明
治
初
年
に
は
長
州
藩
へ
遊
学
。

久
光
の
代
理
と
し
て
上
京
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
明
治
十
二
年
に
旧
宇
和
島
藩
主
・
伊

達
宗
徳
の
娘
・
富
子
と
婚
姻
し
た
が
、
同
十
四
年
に
没
し
た
。
な
お
、
玉
里
島
津
家
の

日
誌
で
は
「
忠
心
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
い
つ
か
ら
忠
経
と
さ
れ
た
か
は
、
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。 

（ 
 

）
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
は
」
と
断
っ
た
の
は
、
登
録
は
資
料
の
表
記
に
基
づ
い
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
て
も
、
資
料
登
録
す
る
際
は
簿
冊
の
表
紙

に
書
か
れ
た
文
字
を
資
料
名
と
し
て
登
録
す
る
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
「
出
納
簿
」
と

表
紙
に
書
か
れ
て
い
て
も
、
内
容
は
「
本
払
総
控
」
同
じ
と
い
う
場
合
が
あ
り
得
る
。

丁
寧
な
内
容
の
検
討
が
必
要
に
な
る
。 

（ 
 

）
竜
門
社
編
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
巻
六
（
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
刊
行
会
、
一
九
五

六
年
）
四
一
頁 

（ 
 

）
落
合
弘
樹
「
禄
制
の
廃
止
」
（
明
治
維
新
史
学
会
編
『
講
座
明
治
維
新 

第
８
巻 

明

治
維
新
の
経
済
過
程
』
有
志
社
、
二
〇
一
三
年
）
一
〇
一
～
一
〇
四
頁 

（ 
 

）
ち
な
み
に
玉
里
島
津
家
の
所
有
す
る
新
田
は
、
「
明
治
三
十
三
年
一
月
改 

鹿
児
島

往
復
綴 

三
年
町
島
津
家
家
政
所
」
に
よ
る
と
、
島
津
本
家
と
の
共
同
所
有
に
な
っ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
は
玉
里
島
津
家
の
創
設
後
に
新
田
開
発
を
す
る

際
、
本
家
と
資
金
を
出
し
合
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
資
料
の
三
月
八

日
付
の
記
述
で
は
、
新
田
か
ら
の
収
入
に
つ
い
て
は
島
津
本
家
が
三
分
の
二
、
玉
里
島

津
家
が
三
分
の
一
を
得
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

（ 
 

）
松
尾
「
明
治
期
の
島
津
家
資
産
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
八
五
～
八
八
頁 

（ 
 

）
寺
尾
「
島
津
家
と
第
十
五
国
立
銀
行
休
業
問
題
に
関
す
る
一
考
察
」
九
二
～
九
三
頁 

（ 
 

）
栗
林
文
夫
「
甦
る
島
津
の
遺
宝
～
か
ご
し
ま
の
美
と
こ
こ
ろ
～
展
示
へ
の
招
待
」（
黎

明
館
企
画
特
別
展
『
甦
る
島
津
の
遺
宝
～
か
ご
し
ま
の
美
と
こ
こ
ろ
～
』
展
示
図
録
、

同
実
行
委
員
会
、
二
〇
一
〇
年
）
一
四
四
～
一
四
五
頁
に
よ
る
と
、
輯
子
は
公
家
の
竹

内
治
則
の
娘
で
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
に
誕
生
。
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
に
久
光

の
養
女
と
な
り
加
治
木
島
津
家
に
嫁
い
だ
が
、
の
ち
離
別
し
て
玉
里
島
津
家
に
帰
っ
て

き
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
し
ん
ぷ
く 

だ
い
け
ん 

学
芸
課
主
任
学
芸
専
門
員
兼
学
芸
調
査
係
長
） 

   

３ ４ ５ ６ ７ ８ 

９ 10 
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